
議案第４号

木津川市印鑑条例の一部改正について

木津川市印鑑条例（平成１９年木津川市条例第１２８号）の一部を別紙のとおり改

正する。

令和２年２月２８日提出

木津川市長 河井 規子

提案理由

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律（令和元年法律第３７号）」の施行に伴い、「印鑑登録証明事務処理要

領（昭和４９年自治振第１０号自治省行政局振興課長から各都道府県総務部長あて通

知）」の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。



木津川市条例第 号

木津川市印鑑条例の一部を改正する条例（案）

木津川市印鑑条例（平成１９年木津川市条例第１２８号）の一部を次のように改正

する。

第２条第２項を次のように改める。

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

（１） １５歳未満の者

（２） 意思能力を有しない者（前号に掲げる者を除く。）

第５条第２項を次のように改める。

２ 市長は、前項第１号及び第２号の規定にかかわらず、外国人住民（法第３０条

の４５に規定する外国人住民をいう。以下同じ。）のうち非漢字圏の外国人住民

が住民票の備考欄に記載（法第６条第３項の規定により磁気ディスク（これに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同

じ。）をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。）がされている氏

名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録

を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

第６条第１項第４号中「（法第６条第３項の規定により磁気ディスク（これに準ず

る方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）

をもって調整する住民票にあっては記録。以下同じ。）」を削る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



参考資料（議案第４号）

木津川市印鑑条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表

（新） （旧）

第１条 （略）

（登録の資格）

第２条 （略）

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者

は、印鑑の登録を受けることができない。

（１） 満１５歳未満の者

（２） 意思能力を有しない者（前号に掲

げる者を除く。）

３ （略）

第３条・第４条 （略）

（登録印鑑の制限）

第５条 （略）

２ 市長は、前項第１号及び第２号の規定に

かかわらず、外国人住民（法第３０条の４

５に規定する外国人住民をいう。以下同じ。）

のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備

考欄に記載（法第６条第３項の規定により

磁気ディスク（これに準ずる方法により一

定の事項を確実に記録しておくことができ

る物を含む。以下同じ。）をもって調整す

る住民票にあっては、記録。以下同じ。）

がされている氏名の片仮名表記又はその一

部を組み合わせたもので表されている印鑑

により登録を受けようとする場合には、当

第１条 （略）

（登録の資格）

第２条 （略）

２ 前項の規定にかかわらず、満１５歳未満

の者及び成年被後見人は、印鑑の登録を受

けることができない。

３ （略）

第３条・第４条 （略）

（登録印鑑の制限）

第５条 （略）

２ 前項第１号及び第２号の規定にかかわら

ず外国人住民（法第３０条の４５に規定す

る外国人住民をいう。以下同じ。）のうち

非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に

記載がされている氏名の片仮名表記又はそ

の一部を組み合わせたもので表されている

印鑑により登録を受けようとする場合には、

当該印鑑を登録することができる。



該印鑑を登録することができる。

（印鑑登録原票）

第６条 市長は、登録申請を受理したときは、

印鑑登録原票を備え、印影のほか、次の事

項を登録しなければならない。

（１）～（３） （略）

（４） 氏名（氏に変更があった者に係る

住民票に旧氏の記載がされている場合

にあっては氏名及び当該旧氏、外国人

住民に係る住民票に通称の記載がされ

ている場合にあっては氏名及び当該通

称）

（５）～（８） （略）

２ （略）

第７条～第１９条 （略）

（印鑑登録原票）

第６条 市長は、登録申請を受理したときは、

印鑑登録原票を備え、印影のほか、次の事

項を登録しなければならない。

（１）～（３） （略）

（４） 氏名（氏に変更があった者に係る

住民票に旧氏の記載（法第６条第３項

の規定により磁気ディスク（これに準

ずる方法により一定の事項を確実に記

録しておくことができる物を含む。以

下同じ。）をもって調整する住民票に

あっては記録。以下同じ。）がされて

いる場合にあっては氏名及び当該旧氏、

外国人住民に係る住民票に通称の記載

がされている場合にあっては氏名及び

当該通称）

（５）～（８） （略）

２ （略）

第７条～第１９条 （略）



政策等の形成過程の説明資料

議 案 名 議案第４号 木津川市印鑑条例の一部改正について

担 当 課 市民課 市民係

提案事項の概要等
（必要性、効果等）

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第３７号）の施

行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領（昭和４９年自治振第１０

号自治省行政局振興課長から各都道府県総務部長あて通知）の一

部が改正され、成年被後見人であっても意思能力を有する者は印

鑑登録を行うことができるようにするため、所要の改正を行うも

のです。

提案に至るまでの経緯

・印鑑登録証明事務処理要領の一部改正について
令和元年１１月１９日付け総行住第１１９号総務省自治行政

局住民制度課長通知
・城南戸籍住民登録事務協議会の市町村において、条例改正を行
う旨確認
・課内で協議、検討を行い、条例案を策定

市 民 参 加 の 状 況

□有 ■無

市総合計画の位置付け

基 本 方 針
７ 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたま
ちづくり

政 策 分 野 １７ 行財政運営

施 策
① 行政サービス
オ．窓口サービスの充実

概 算 事 業 費
( 単 位 : 千 円 )

□単年度 （ 年度）
□複数年度（ 年度）

将来にわたる効果及び
経費の状況

被成年後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図ります。


